
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 玉川村では、旧四辻分校を改修し玉川村観光交流施設（仮称）として、着地型観光の拠点となる施設

の整備を行います。今後、玉川村の豊かな自然環境を生かした体験型アクティビティを創出し、交流人

口と関係人口の拡大が図られる、観光や体験交流の拠点となる施設であります。今回、この施設が多く

の皆様に利用いただけるよう、施設の愛称を以下のとおり募集いたしますので、ぜひ皆様ふるってご応

募ください。 

 

施設の概要   

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

募集期間  令和２年７月１０日（金）～７月３１日（金）   １７時 ※必着 

（裏面へつづく） 

■施設棟 

・宿泊室 ５室 最大宿泊者数 ２０名 

・多目的スペース（カフェ兼用） 

・屋根付き屋外スペース 

・大浴場  

・ロフトライブラリー  等 

 

※これはイメージ図です 
 

旧四辻分校「玉川村観光交流施設（仮称）」の 

 ■体験フィールド 

   ・地形遊びのひろば 

   ・泊まれるひろば 

   ・農のひろば        等 

４人が宿泊できる宿泊室。宿泊室からはロフトライ

ブラリーへ行くことができます。 

南側に新しくできるメインエントランス。ウッドデッキ

を設置し、天気の良い日はテラスで飲食ができます。 

開放的なキッチン‼宿泊客の飲食やカフェ利用も

できる多目的スペースとなります。 
ロフトリブラリーは子供たちが自由に本を読める空間と

なります。 

愛称を募集します‼ 



愛称条件  ◇覚えやすく、親しみのあるもの                           

        ◇施設のコンセプトや特徴がイメージできるもの 

        ◇自作の未発表作品で、他の名称や商標などに類似していないもの 

応募規定  どなたでも何点でも応募可。ただし、１応募につき１作品のみ。 

応募方法  １ 次の事項を記入し、応募箱へ投かん又は郵送、ファックス、電子メールで応募してください。 

① 愛称（ふりがな）  ② 愛称の理由   ③ 氏名（ふりがな）   

④ 住  所   ⑤ 電話番号   ⑥ 年齢 

        ２ 応募チラシの配布及び応募箱の設置場所 

         玉川村役場住民課窓口、総務課、公民館（たまかわ文化体育館内）、須釜支所 

         ※応募チラシは、村ホームページからもダウンロードできます。 

選定方法  応募作品を村で選定のうえ、愛称を決定します。愛称の発表は、８月頃を予定しております。 

その他  １ 採用作品は選定理由とともに村のホームページや広報誌などで公表します。採用された方には

記念品として玉川村特産品の詰め合わせを贈呈します。 

       ※同名応募が多数の場合は、抽選などにより選定します。 

      ２ 個人情報は玉川村において適切に管理し、愛称選定に必要な業務のみ使用します。 

      ３ 採用作品に関する一切の権利は、玉川村に帰属します。 

      ４ 著作権などに関わる問題が生じた場合は、全て応募者の責任となります。 

      ５ やむを得ず一部修正する場合があります。 

      ６ 応募作品は返却しません。 

応 募 先・問い合わせ先  〒9636392  福島県石川郡玉川村大字小高字中畷９番地 

                 玉川村役場 総務課 「愛称募集」係 

                     電話：0247-57-4621   ＦＡＸ：0247-57-3952 

                     電子メール：soumu@vill.tamakawa.fukushima.jp 
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玉川村観光交流施設（仮称） 愛称応募用紙 

愛  称 

ふりがな 

 

愛称理由 

 

ふりがな  
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氏  名 

 

住  所 

〒       - 

         都道府県       市区町村                     

電話番号 －           － 

 


